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序雷

今日，あらゆる産業に於て努働は最も重要な課題である. ととに原始生産では努働の力は

大きな部分を占めて沿り，勢働粗放の産業であると言われている林業に於ても努働の果す役割

は極めて高い. しかるに林業努働に閲する一般困民の闘心は甚だ薄いのみならす"林業に従事

する者の聞に於ても，従来， とれに封する研院は顧みられるととが少なかった.とくに経済接

的或は政策撃的見地からの研究は少ない.技術を現寛化するのは勢働であるから，技術に闘す

る研究がいかに進んでも，労働の研究を等閑硯してはその成果を充分に登揮するととは出来な

い.また，勢働に封する枇合経済的研究は林業勢働政策樹立の基礎的査料を提供すると共に，

合理的林業経営を行う上に於て依くべからざる前提でるる.

筆者一等はかかる翻酷から林業労働の賓態を明らかにし，その本質を究明せんとする意闘を

もって北rff道林業努働の研究を行ってきたのであるが， との報告は昭和 25年1月中旬より 2

月中旬にかけて北海道岡有林及ぴ北海道大串演習林の研伐事業地に於て行った努働者の賞態調

盗の結果でるる.調査の主目的をさら季研伐労働力の車損圭とその給源及び努働僚件等を明らかに

するととにした.従来，常識的に或は極めて粗雑なる観察によって林業関係者に知られていた

事柄を賓詮的方法によって確認或は再検討しようとするのが本研究の意闘する所である.

との研究は文部省科事研究費交付金の補助によってなされた.

I 調査事業地の概況と調査の方法

調査事業地は共の5ケ所でるる.

ヰヒ詳正道大撃演習林 天盤第一揖習林琴平事業医内

雨龍潰習林茂知事業匝内

北海道園有林 札幌管林局主主山渓替林署小樽内川経皆匝内

旭川皆林局中頓別普林署頓別経費l話内

北見替林品置戸替林署置戸経'昔l垣内

との調在地はいやれも官行祈伐(出費生産)の事業地であり，主として調査の便宜を得られ

る地匝を選んだ.厳干寄1t.統計的}j法によって標本として抽出したのではなく，言わば事例調在

たの'C'， その結果はl立ちに北首説草五rr伐努{動の一般的形態とみなすととは困難であろう. LかL

いやれの調査i也も北海道の代表的素材生産地方に属するので，いくつかの地域的特例を含むも

のとしても，一般的形態との偏差は入;きくはないと，官、う.すなわち，との調査により得られた
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結果は，直ちに一般的包括的なものとは言へないだろうが，との資料により全般を推測すると

とは必十しも困難で‘はない.

各調査地の事業概況を簡単に示すと第1表の如くである.

第 1表 調査事業地及び事業の概況

調 査 地 天塩第一 雨 施 定山渓 中頓別 置 戸

所 在 中川郡中川村字 字雨母龍子郡幌里加内村 札幌郡白平町字 枝幸都中頓別町 常呂郡置戸村中川 定山渓

L. 8，000石 L. 1，060石 L. 1，799石 L. 3，0ω 石 L. 1，783石

造材橡定石璽t N. 5，000石 N.18，060石 N.53，633石 N. 18，600石 N. 29，844石

計 13，000石 計 19，120石 計 55，432石 計 21，600石 計 31，627石

造材 1~12月月2520日日 1月17日
造材 -3月15日

9月11日
造材 -3月10日 透材 1~1313月2815日日

9月初旬
遜材 -2月末日

集材 1~12月月25末日日 1月20日 9月27日 11月30日 9月初旬

事業賀行期間
集材 -3月20日 集材 -3月15日 集材 -3月15日 集材 -3月初旬

遅材 1月16日 1月25日 建材 12月1日 蓮材 1月17日 慈材鍛夏季造.に森よ林る
-3月末日 建材 -3月25日 -3月25日 -3月末日

会期間1~13月月2末5日日 全期間1月17日 全期間9月11日 全期間1~13月月2末8日日 9月初旬
-3月25日 -3月25日 全期間-3月初旬

蓮材距離 4-5 km 同一一) 山 9 km 

問時副 8示一!…~r~工 112 A ムー
註 1.遺材深定石数は原則として集材及び蓮材援定石殺と一致する.ζの欄白 L.は康葉樹，

N.は針葉樹を示す.

2.事業主主行期間の欄に於て主主材は置戸を除き各地とも馬搬でるる.置戸に於ては造材現場

が森林綾道に比較的近いので集材がそのまま主主材を兼ねている.

3.建材距麟とは山元土場より最終土場までの距離で，いずれも畿道の騨怖在地までの距隙

である.これは同時に遺材現場の一般集落よりの遠近をあらわしている.

4.調査勢働者毅は各事業地に於て把t隠し得た調査客体の般を示す.全部を把捉すぺ〈努カ

したが若干m訴醍もれはある. しかし，概ね各事業地の労働者総般に近い.

各事業地とも伐採現場の近くに事務所及び飯場が設けられ，大部分の努働者が飯場に宿泊

して勢働に従事しているととは北海道全般の研伐事業に見られるのと金〈同様でるる.伐採の

現場は普通は集落を遠く離れた山聞にあるため飯場もまた，山聞の樫沿いの地に孤立して設け

られるが，雨1mの場合には運材距離が比較的短いために故蒋の土場(鶴道酵のそば)に近く，集

落の中に設けられている. そのために飯場に宿泊せや，通勤の者が若干見られる.第1表に於

て，光山浅は事業量が最も k.きいにもかかわら歩努働#童文が少ないが， とれは道外より入穣し

ていた努働者の多くが努働賃銀，勢働時|訂j!'l宇の折合がつか歩、下山したので、調査時の人数が少な

かったためで、ある.調子正時以前の努働者総数は 1481'1で、あった.

事業は先-j;，造材によって始められ，それより若干'必くれて集材に着手され，さらに沿く

れて蓮材が行われる.そしてf，lj1:順序で或る期Itll~.こゐいて柏ついで絡了する.
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調査は一般調査と各個調査とに分れる.一般調査は各事業地について，前記の如き概況を

はヒめ，作業組織，努働者募集の方法，雇傭契約，賃銀制度，飯場制度，努働者の習慣なE一

般的事項を調査し，各{同調査は各事業地に於ける努働者の全部に封し，直接，調査員が面接し

て努働者。住所，職業，家庭に主まける地位，祈伐努働経験年童文，就努の動機及び方法，貨銀牧

入の家計への比重なEを聴取調査した.

1I 勢働の組犠反び勢働能件

1. 静働の組輯

研伐事業の行程す友bち素材生産の行手呈は浩材から始まって集材運材に経る. との行程に

従って，研伐事業の作業種類、を分類すると主主材，集材及v:運材に大別され，とれに附帯的作業

として道付け，道[[し，土場捲立，炊事及びその他の雑役などがあげられる.各勢働者は一種

類の作業に専ら従事し，一事業期間に2種以上の作業を完走ねるととは殆どない. との調査によ

ってみると，中頓別に於て遺材と集材の行程部分が一緒にされた方法が取られ，また置戸に於

ては距離の閥係上集材と運材行程が一緒ーにたった形を示しているが， その他の事業地はいす写れ

も浩材，集材，運材の三行在が明瞭に分割されている.附帯的作業についてはいづとも同様で、

ある.同一期間lに2種以上の作業に従事する異J種稼動は置戸に於て3件，すなわち柑l夫として

就努して途中から人夫になったもの2名，人夫として就努してのち和l犬となったもの 1名があ

ったが，その他の事業地では全く認、められなかった.ただ，一時に多量の降零がるった場合，

道るけと稿して柑l夫も馬犬も全部除雪に従事するととはいす、れの事業地でも行われる. とれは

緊急:の場合で臨時的性質のものである.

上越によって知られる如く，研伐事業の努働組織は他の諸産業のそれと同様に，所謂作業

分業の組織がとられている. との分業は共同の目的を建するために，多数人が異種の努働を分

婚するととによって協力するという意味に於て協働である.而して，生産の部分行程である 1

作業種類の内部に於ては努働者各個に努働する場合と数人が協力して努働する場合とがある.

後者は単純協働と言われるものである.(車純協働に封し分業の反面を示す協働は複雑協働と言

われる.) 

個々の作業種類について蹴設すると戎の如くである.

法材に於ては各人が伐倒から校梯い，玉伐りまで単1誌に行うのが普通で、るる. それ故，持

働者側々の能力が設も良く功程にあらわれてくる.中頓別を除く各地ともとの)j法によって行

われているが， 111頓別に於ては~tihf.道t乙於て曾って院く :í Jわれた{1<: IH しのjlíiJ度が行われていた.
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とれは匙材と集材の行釈がー絡にされたもので，童文人が 1*-11と怒り，協)JLて匙材から集付ま

で行うのである.集材はパチによって行われる.伐It¥しt土地形の急峻なる所で行うに適し，古

い時代に東北地方から移入された方法と足、われる.伐採から鑑出しまでひきつづいて同ーの努

働者が行うので伐出しの名揺がるる0であるが， とれに封し普通に行bれるj;法は伐りばなし

と言bれている・一般には伐りはのなしの方法が採られて沿り，寧純協働の車n織は造材作業では

一般的な形ではない・中頓別の場合は7紺.に分かれていたがその人数は 1組 3-7人である，

また，雨龍に於ては先山子という制度が見られた. とれは 2人が1組に危うて遣材を行うもの

で親子，兄弟などが組になるのが普通である. しかし，とれは皐純協働というよりは柚夫養成

の制度と見るべきである・すたわち，先山子とは見習山子の意味である.雨1犯では親子1組と

兄弟1組とがあった.

集材作業は各調在地とも若干の組に分かれて行われている・集材に馬を用いる場合は馬夫

1人と人夫 1人の組が普通であり，梧，パチなどを用いる場合は 5-6人1組である. また，

木直しと稀し伐倒した素材の位置を集材し易い椋に移動させたり，向きを直したり，或はごく

短い距離を運んだDする作業を行う場合も多くは数人1*-11となる.組の内部ではほぼ完全な翠

純協働が行bれる・ との組は同一部落の出身者ゑEにようて構成されるのが普通で、ある・さき

の伐向しの場合も同様で、ある.

運材作業は各地ともJ馬搬が採用されているが，各馬夫車濁の作業が行われる.山元の積込

には馬夫同志の協力が行われる.

道付け，道直しは匝域をあらかじめ定めて単調の作業が各地とも行われる.土場擁立，炊

事などは協力努働が原則として行われ，薪切り等の雑役は草濁努働が一般でるる.

各作業問及ぴ各作業内に~ける勢働は大凡以上の如き形で結合し，素材を生産するという

共同の日的で働いている.而して，その各作業~統一して事業全体を組織だてるととは経替者

の側の責任に於て行われるが，その柿助的意味と作業の監督及び勢働者の統率のために布JJ夫に

は山頭，人夫には人夫頭，馬夫には馬夫頭がそれぞれ決められている. とれは粧替者側より任

命されるとともあるが，努働者の問で涯撃したり，推薦したりするのが普通でるる.また，後

tz:述べる如〈林業勢働者は毎年反覆して同巳事業場へ就努する傾向があるため，るらかヒめ慣

例として同一人が決定している場合もある.

集材の組や伐出しの組の場J合には，組長とも言うべきものが決められている. とれらの各

頭や組長は飯場の部犀頭を粂ね，同時に弊働者を代表して粧皆者側との諸う障の交渉の任にあた

る.
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2. 勢働者雇傭の方法と雇傭契約

勢働1r-雇傭の形式を大別すると常備と日怖に分けられるが，祈伐努働はjJc:来場の移動性と

作業の季節性のために日傭の形式が原則として行われている・ 日傭の形式はまた，経費者が直

接雇傭する場合と然らざる場合とに分けられる・後の場合には所謂人夫供給契約によるものと

請員業者勢務契約によるものとがある. との調査にゐける 5事業地はい宇・れも官行研伐すなわ

ち直費生産をと行っているので，形式上或は表面上はいでやれも直接雇傭が原則である. しかし賓

質的には5事業地のうち 3事業地は人夫供給契約乃至は請負業者勢務契約と見たされるものが

行われていた. との2つの形式は過去に於て北海道研伐事業の支配的雇傭形式で、あったが，近

年次第に減少して来たものでるる・ とくに，人夫供給契約によるものは北海道間有林に沿いて

庚く行われたが，努働基準法で禁止せられた・しかし，念速に解消するととが困難たため;表

面上は直接雇傭の形を採っても賓質的に残存しているととは上越の如くである.

勢働者・募集の方法についてみると，各地とも蹴ねま象故募集の方法によっている.すたわち

地域的な縁故叉は特定の人聞につながる縁故による.形式的には公共職業安定所を過やること

は行われるが，直接安定所の紹介によるととは殆どゑい.天堕第ーに若干名見られたのみであ

る.募集は地域的た縁故或は特定の人聞にったがる縁故によるため，倒々の勢働者との個別l的

折衝が行われる.そのため努働者間の直接的友競争は依り見られない.ただ天盟第ーで、は馬夫

の希望者が多いのでととわったものもある.また雨龍では同ビく馬夫の希望者が多く，くじ引

きで定めた.特定の人聞とは山頭，人夫頭などであるとともあり，人夫供給請負者であるとと

もある.最近地元勢働者を優先して採用しようとする傾向がある.また，勢働力が豊宮となる

につれて技能の良否による選搾をしようとする傾向も認められる.遠隔地より努働者を雇傭す

る場合，往復の族費を支給するととがある.事業主と勢働者の聞に雇傭契約が結ばれる場合，

雇傭期間， ~替働時間，休日制，賃金の額及びその支梯方法，災害補償など努働の諸{制牛につい

て具体的なとりきめをするととは殆ど行われていない. もとより成文になった契約書などはそ

の例を見るととは不可能で・ある. 1勢働期間lにどの程度の報酬左家庭に持ち腕るととが出来る

だろうという様た漠然たる口約束による場合が普通で、重うる.努働の諸保{午は研伐事業の慣習に

よって，すでに前提されて沿り，それが沿互の聞に暗獣の中に了解されていると見るととが出

来る. しかし第働基準法による削減則は各地とも制定されている.就業規則は勢働保件及

び事業場内の定めを記載したもので，持働契約の上位にある.就業規則は事業場内の努働者の

過牛教の同意を得て作成したければならないので，その中に規定された弊働保件については努

働契約を結んだのと同様な結果となるわけでるる.賀際は持働者-は就業規則に封しでも無闘心



であり，杢〈形式的な存在と怠っているととが多い.

参考ωために天盤第一蹴習林の場合の就業規則を示すと次の如くである.

就業規則

( 173) 

第1僚 との規則は天堕第一揖習林容子事業所'官行研伐事業所従業員の就業に闘する事項を規

定する.

第2僚 との規則に於て従業員とは所定の手績によって努働曳約を結び賞事業所の業務に従う

ものをいう.

第3僚 従業日は職制によって定められた上長の指示に従い職場の秩序を保ち互に協力し職務

を遂行すると共に上長は従業員。人絡を露軍し民主的に職責を遂行しなければならない.

第 4僚 従業員は漏18才以上のものとする.

第δ僚 勤務時間及び休憩時聞は左の通りとする.

就業午前7時

経業午後5時

休憩時間，原則として

1. 午前9時より午前9時 15分迄15分間

2. 午前11時拘分よD午後12時30分迄1時間

3. 午後3時より午後3時 15分迄15分間

第6僚 休日及び休暇は左の通りとする.

1. 休日は吹雪の日を以って之に営てるととがある.

2. 休暇は年末，年始，初午，山神，女子生理時，年共有給休暇共の他特に事業主の認め

た日.

第7保 従業員は病気共の他止むを得ない事由に依って外出，外泊及び近刻，早退主主ぴに依勤

せんとするま歩合は所属の長叉は事務所に届出なければなら友い.

第 8僚 1i.の各慌のーに該営する者は入林を禁止し叉は退場させるととが出来る.

1. 著しく酒訴を帯び叉は風紀を棄し他人に迷惑を及ぼす沿それのあるもの

2. 業務に不必要な火器その他危険と思bれるものを所持するもの

3. 業務を妨害し若くは事業所の秩序をみだし又はみだす必それのあるもの

第9僚 精神病者，法定侍染病患者，就業すると病気の悪化するおそれのあるものは就業して

はならない・

第10僚 1tt:業員は自己の職務遂行のために必要な道具を員捨しなければならない.
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1.'.$食費はグくの泊りである.

同犬1l51i乱 ;/-111犬 95[i司， 人夫 75凶

第 11依 従業Llは常に安全衛生1<:闘して留意すると共に上長の指示~!;'fり職場を整理し，健

康の保持と災害の防止に努めなければならない・

第 12保 災害補償，業務上の災害については労働基準一法の定むる所に依り行う.

但し同法第 78僚に該賞するものについては休業及び障害柿償は行わない. (努働者が京大な

過失によって員傷し叉は疾病ーにかかった場合.) 

第 13保 退職せんとするものは少なくとも 3日前に賞事務所に届出なければならない，

退職手首は支給しない.

第 14保 従業日を解雇ぜんとするときは(以下労働基準法第20僚記載・)(解雇政告の規定)

第 15僚 従業Hは左の場合解雇されるととがない・

但し(勢働基準法第 19蜂記載.)(僻服{M限の規定)

第 16保 賃金については別に定めた通り.

就業規則には勢務者代表の意見書と同意書が附されている・

3. 賃銀制度

賃銀支梯の形態として基本的には時間給と出来高給とが考えられる.現賓にはとれらが種

々に組合わされた複雑な形態が見られるが，祈伐勢{動の賃銀制度は比較的単純である.f午ー業種

類によって異るが出来高給(功程梯)が最も普通に行われている.

出来高給は作業量に比例する単純な出来高給と作業量の増大と共に賃銀の累進する異率的

出来高給とがあるが， との調奈の場合は異率的のものは 1件も認めるととが出来十，また最低

保障給の制度も行われていない.作業の柿~1によって日給制が行われているが，一定の作業基

準量を越えると歩増賃銀の支梯をする割増賃銀{IIIIは・般に行われていない.また弊働時間の翻

念が不明確なため時間外勢働賃銀も殆ど見られたい.

作業椀類別に賃銀支梯の形態を見ると弐の通りである.

浩材作業は単調努{動が行われるので出来高給の制度が採られる.すなわち.f主将し，校梯‘

い，ヨミ切りされた素材100石につき何闘ときめるのである.

集材作業は童文人の組によって行われる.すたわち，共同請負の如きものなので出来高給制

と作業請負との組合はされた方法が採られる.すたわち，集材した素材100石につき何回とい

う出来高扱による賃銀が組全体に封して割首てられ，車tl内の各例入に封しては各人の技能に肱

じた歩合によって支梯はれる.中頓別にゐける伐出しに於ても同様で、ある.
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蓮材作業は問ういI土i給である.道1-1"け，道也L，土場J在。C，炊弘諦切り，術運搬などは原

則として日給HjlJである.道小j-け及び:1:場捲~l:':は場合により出来高給のととがある~山渓に於

て，新しい道を付ける場合に限り H\ ぅ~r士i給が行はれていた・炊事は月給1Mの場合がある.

賃銀は原則として使iH高官{IJカミらう手働X-1入1人に也接交梯はれる. 伊lr "伐り出しの場合

などは車JI.全体にftLJi姉い，組内で各人が歩合によって分けるととがある. との場合も形式上

は各人にl立接←予i度すととになっている.

賃銀の友携は貨幣によって行はれ，現物給興はない.

:R排J時期は事業場によって異り，多くは事業務了時，或は退職時に一時に支梯はれる.往

時はこの方法が最も多く行はれたが，近年は次第に月 1回の玄携が普及しつつある. との調在

に於てn1回の支梯をしていたのは 2事業地である. 賃金の前貸(努働者の側から言えば前借
金)すなわち， 持働者就努中或は募集に際しての賃金前貸の制は努働者募集， 確保の方法とし

て騎く行はれたが，最近は少くなっている. との前貸金は賃銀によって相殺するのであるが，

とれは労働基準法で禁止された. 5事業地中， 3事業地にその例を見7と. (前金又は内金と言う)

ヨえに賃銀の額を決定する方誌について述べる.祈伐労働の賃銀とくに出来高給制のものに

ついては，昔時より努{動部mと事業主側との間にはげLい交渉が行はれて来た.すなわち，皐
偵交渉と稀されるものである.先に述べた山頭，人夫頭，部屋頭などが勢働者を代表してその

任にるたるのである.(山頭，人夫頭友どは事業主側の任命にかかり事業主の立場に立つととも

屡々ある.)賃金の額に闘するとの椋友交渉は労働組合が護達した今日に於ては庚く各産業再Hに

見られるが，勢働運動の護法していゑかった頃は近代的産業の代表的なものとされる大工場制

工業に於ても賃金は殆ど事業主側の一存で‘決定されていた. とれに封し北海道の研伐事業に沿

いては車償交渉が古くから行はれていたととは詑目されて良い. との単価交渉は現在に於ても

盛に行ばれている.耳1fff交渉は事業主と労働者の間に也接行はれるとともあり，中聞に請負業

者的のものがある場合には事業主と請員業者の|甘J，請員業者-と努働者との聞の双方で行はれる.

との中，努働者と事業主或は請負業者とのIHJで行ばれるものが現在，芳賀問に行はれている賃銀

に闘する凶休交渉に比すべきものである.ただ祈伐勢働者はその日傭制と象業性の故に殆ど組

織化されてい左いので，車憤交渉もまた，あまり強力なものではない.

賃銀額決定につきその時期がその方法と共に注意され友ければならたい.すなわち，一般

に単慣交渉は事業の賞n-とともに併行して行はれる.賃銀は事業着手前或は事業に着手した初
期の中に決定されるのが蛍然であるが，事業が進行してもな沿決定せや，甚だしきは事業絡了

時にいたって鞭く決定するとともるる. この様た時期に決定するととはすでに封等の交渉とは
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言えでタ努働者にとって甚だ不利で、あるととは明瞭で・あるにもかかわら歩，往時よりの習慣によ

ってか，事業着手前すなわち雇傭されて就努するに先だって最も重要な努働僚件である賃金額

を決定しようとする努力が事業主と勢働者の双方の聞になされることが極めて少い.雇傭契約

と言えるほどの契約が殆Eたいというととが， とれによっても示される. との調主に沿いては

賃銀を月に 1同支梯っていた2事業場は比較的早期に賃銀の額を決定している.

上速の如く，研伐努働の賃銀制度，とくに賃銀支梯の時期，賃銀額決定の方法とその時期

などには近代的ならざるもの或は不合理ーなものが数多くしかも根強く現存しているととが知ら

れる.

賃銀の額は前記の如く皐憤交渉ーによって決定されるが， との調査を行った際には賃銀額決

定の標準として基準賃金が用いられていた・ との基準賃銀は一定の地械を範囲とし，一定の業

種に従う勢働者1入1日 (8時間として)の賃銀額の基準となるべきものとして努働基準監督署

の中介によって決定されたものでお. しかし，とればとの標準となるのみで，各事業地ではそ

の地方の事情及ぴ作業の性質なEを考慮して事業主と勢働者との聞の直接の交渉によって決定

している. 日給;同の場合は勿論であるが，出来高制の場合も 1入1日の賃銀額が先や問題にさ

れる.すなわち， m*高給制の場合は 1日に取得しうる大凡の賃銀の額が先歩、激定され，それ
から功程によって逆算して単位作業首りの草慣(寧金とも言う)を決定しているのである.とれ

を置戸の場合に見ると次の通りでるる.

1日の功程 皐金(1石につき) 1日常賃金 備考

柚夫(遺 材) 37石 14間 510国 康葉樹 3割増

木直し(集 材) o 9 _ 

玉曳き(集材策運材) 35 35 1，225 
土場巻立 100 3.5 350 

各調布地に会ける標準の賃銀は弐表の如くである.

第 2表 冬季研f:lt労働者の幸手手賃銀

三恒三一二J_~_~一己土竺|
450園

3却

450固

370 

470固

360 

1，宮50

300 

中頓別 置 戸

5加周 510闘

2帥 360 

1，000 1，宮25

300 250 

夫

夫

夫

夫

柚

人

民

雑 1，250 
250 

1，200 

300 

設.雑夫とは薪伐九欺事夫等である.

との様に研伐捺働者の 1日賞り賃銀の額は;fil!夫，人夫及び馬夫のrmに著しい完がある. と

れは主として勢働の軽重及び技能の要否に原i司していると同時に，各嬰働者が使用する道具そ
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の他の勢働手段K闘速している. すなわち，布11犬や}.g犬は入夫や雑犬に比してより高度の主神廉

と技能とが要求され，また筋肉的にもよりよfI:努働である.人夫と雑夫との聞についても同様な

ととが言える.賃銀額の乏そが持{動の軽重:及び技能の要否のみならす.使用する道具等に闘謹す

るというのは以下に述べる事柄である.祈伐労働に沿いては勢働者が勢働封象κ働きかける場

合に使用する努働手段すなわち道具はすべて持働者・自身の所有にかかるものでるる.，十111夫は錯，

マサカリを始めトピ，ガンク等を使用し，馬夫は馬棒或はパチパチ， トピ，ガンタ，スコップ

などを使用し，集材人夫はパチ， トピ，ガング，スコップ等を使用するが，とればいす=れも自

己の所有にかかるものである.自己所有の道具を杢〈使用しないのは炊事夫またはj立付け，道

直しなど一部の人夫や雑犬に限られる.馬夫は最も多くの且つまた高{買え主勢{勤手段を使用しな

ければならす"ヨたいで;1'111夫，人夫，雑夫の順となる. とれらの道具の減債償却費及び修繕費(馬

夫の場合は馬輯代をも)を見込まなければならないので， 第2去に示された様な結果となるの

は蛍然と吉わなくてはならない.Xs犬の中，自己所有でない馬を使用したものは中頓別は 1人，

天腫第ーに 3人である. との場合賃銀を勢働者と所有主との聞で或る歩合に従って分けるとと

は殆ど行bれない. J馬所有主と勢働者の!tIIt乙親戚閥係その他の極めて親近な関係があるととが

普通で‘あの，馬は無料で借り，使用する期間の飼糧代と手間とが事賓上の借料となる場合が多

い. また若干の謝践をIHLても，賃銀を歩合でわけるととはしないようである.

以上の様に五If伐努働に沿いては努働手段は事業主の員携ではなく，勢働者の員婚とするの

が営然のならわしとなっている. との事賓は祈伐努働を考える場合，とくに注意されなくては

ならない.近代的産業に於ては事業主の側で勢働手段を用意し，個々の努働者が車濁で道具を

所有し使用するととはない.近代的注意味の努働者とは本来自己の努働を責る以外に生活の詮

たきもので，努働手段と組合わされた労働を寅るというととは手工業的なものに認められるの

みである.

4. 飯場制度

研伐労働の行われる事業場の環境すなわち作業環境は工場労働などと全く封蝶的である.

野外で行われるため，工場なe'I'L普通にみられる塵挨，有害jfス，騒音友Eは全く問題になら

たい.ただ気候錐件とくに低温が注怠され友ければ友らない. しかし，作業場の環境が勢働者

の健康を特に害したり，作業能率に深刻た影響を興へたりするととは殆Eないと見てよい.か

えって作業時以外の休養時などに必ける一般の生活保件が重大な影響を及ぼす.研伐勢働者は

一般に飯場と稀する集固住居に牧容されて穣働する. それ故，との飯場の生活環境が勢働者の

健康と作業能率に重大た闘蓮を持っととになる.
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飯場は勢働者の集同性肘すなわち合宿所であり，そして交;字通り賄い~必や附随している.

しかしかつては或種の'芳働者組織をも意味していた.飯場の長は一種の親方であり，事業主と

勢働者の聞に介在して雇傭閥係のすべての交渉を捨賞し，一方勢働者の人事閥係を支配し，作

業の監替をする.そして勢働者の賃銀は先十飯場の長に渡され，それが個々の労働者に支嫌わ

れる. との様な飯場制度は鎖山や土工に典型的な形を持っていたが，最近になって漸く解消し

つつある.研f主勢働の飯場は鎖山や土工の場合の様友極端な形ではなかったが，やはり，かた

b強い身分闘係をその内容に持った勢働者組織のー稀であった場合がある様である. とくに請

員業者潜務契約や人夫供給契約による雇傭闘係の場合にその色彩が強かったものと思われる.

現在にゐいてはとの様な闘係はほとんど指摘するととが出来す"飯場は文字通り賄い付宿舎の

意味が支配的である.飯場の部屋頭が努働者の代表であり，同時にある程度は作業の監督や，芳

働者の統卒の機能を果しているととはすでに述ぺたが，その様な観里占ーからは努働者組織として

見られないととはない.

いやれにしろ，現在の祈伐勢働の飯場は賄い付宿合で、ある.そして大部分の努働者は飯場

に牧容される.飯場に入らす"自宅から通勤する場合は飯場の位置が一般集落から近い場合に

のみ見られる.天瞳第ーでは85人中 26入，雨龍で103人中 13人，中頓別で112人中 31人の

通勤者があった.

飯場の経替には事業主自らが経替する直替と，勢働者・の共同経費及ぴ請員がある.直替の

場合は飯場の施設はもとより炊夫，薪伐りたども直接雇傭し，勢働者より賓費を徴牧する.共

同経費の場合は共同で炊夫を傭うか或は交替で炊事に従事し，賓費を員拾する.請負の場合は

一定の金額で炊事を請員うのであり，請員者はその金額内で賄いを賞行し徐剰を自己の所得と

し別に賃銀を貰わない.共同経費の場合も請員の場合も飯場の施設は事業主が建設するのが

普通である.

直替が最も一般的な形態でるる.定山渓を除く他の4事業地が直替で，定山漢は請員と共

同粧替の中間的形態を取っていた.

飯場貨は馬夫，柚夫，人夫の三階段にわかれ馬夫が最高である.15夫は馬糧を煮たりする

ため最も薪を泊費し，相l夫は鋸の日立のために薪及び燈火を馬夫についで多〈使用するという

現rljと1日常りの賃銀所得にとの順序で段階があるという 20の珂lFItによるものである.各地

の飯場貨をみると第 3表の如くである.

との飯場貨によって興えられる食事は主食と味噌汁及び漬物のみで，その他の副食物は各

自が調達ーする.
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.. 3表 冬季折伐努働の飯場賃

\苧~I 天盤第一 爾 龍 定山渓 中頓別 置 戸

'" 
夫 110闘 120闘 130闘 100園 105闘

柚 夫 ω 100 110 70 95 

人 夫 70 80 100 60 70 

飯場はまた，事務所-と共κ軍手，ヤスリ，タバコ， !馬糧，副食物その他の日用品などの配

給施設を粂ねるととがある. とくに飯場請員の形をとる時に行bれる.との調査では各地とも

事務所が直接に斡旋していて，飯場は殆ど闘係していなかった.薪及び燈油は事業主が員携す

るのが普通である.

飯場は津に沿って事務所と同一地黙に設けられる，居室と炊事場とに分けられ，近時は食

堂も別に設けられる様になった.居室は寝室を粂ね，柚夫， !馬夫及び人夫は夫々匝劃された別

室に入るか，または杢く別棟の建物に入り，殆ど同居するととはない. しかも，部屋の配置は

揮の上流から下流に向って柚犬，人夫，民夫の順に位び，との順序は常に各地で守られている.

とれは祈伐努働者の格式が:flI1夫が最も高く入夫，馬夫の順になっていると考えた習慣があった

ためであるが，現在に沿いても，道

内各地の大部分のffl"i主主jf葉地の飯場

はとの脅慣に従っている.飯場の上

流に事務所があり，更にその上流に

大樹に山の神を祭るのがならわしで

ある.

飯場の大凡の構浩及び部屋割り

を知るために天腫第一の飯場の平面

置を見ると第11両lの如くである.

.1圃 天塩第一演習林琴平事業区
官行祈伐事業寄宿舎千百闘

λF  

企
2. 5翻

Lムムムム』

1.柚夫部屋，2.蚊夫官官，屡， EL食堂兼炊事場

4.人夫添展， 5.辰夫部局， 6.馬小屋， 7. ス 1・ープ

飯場の建物の壁は 1牧板， [長根は柾認である.採光は窓及び天井の通風孔を利用する・窓

は積雪の閥係J-.，而干iiが極めて小さい. ストーフoで・薪をたくが建物の排t告が粗末たため保温は

充分で、はない.通路その他の附帯的部分を除き， 休息及び就寝にH1いられる両柏は 1入賞 0.5

-1.0坪で， 寝具は主聞は2つにたたんで・その場所におく. 便所及ぴ湯殿は夫k猫立して設け

られる.

一般的にすって，飯I誌の生前線件はiJと[て良灯ではない.勢働基準法に基く事業附属寄宿

舎規粍は寄li'i合に持{動;{.を GケH本i繭収容する第二開寄祈i合と 6ヶ月以上4文字予する第一稀寄li'i
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舎とに分け，それぞれ位置，一般的構遺，廊下，寝室，寝具，食堂，浴場，便所，病室，その

他諸般の事項を規定している.研伐努働の飯場は概ね第二種寄稿合になるわけでるるが，該規

程の示す基準にはまだ速い様に観察される.勢働者誌は生活環境の改善には比較的無関心で、，

飯場を改良するよりも，むしろ勢銀の少しでも高くなるととを強〈希望している.

努働基準法はまた寄宿舎規却を作成するととを命じている.天堕第ーの場合を示すと次の

通りである.

寄宿舎規則

第 1俵 天瞳第一演習林春平事業極官行研伐事業に従事する努務者にして寄宿舎に寄宿するも

のは法令の)tむるものの外本規則の定むる所によら友ければ主主ら友い.

第2保 寄宿舎の自治を律するため寄宿員の互選に依り寄宿舎の長を選任する.

第3僚起床，就寝，外出，外泊に闘しては左の通りとする.

1. 起床午前6時 就寝午後8時

但し事業の特異性に鑑み作業の運皆朕況を考慮し合議の上費j挺するととが出来る.

就位後は互に静粛にして他人の安眠を妨害せざる棋特に注意するとと.

2. 外出及び外泊は本人の自由とするも寄宿の長に届出るとと.

向事業の運替に支障を来さざる様留意するとと.

第4保 寄宿舎に於ける行事はその都度，合議の土決めるが，参加を強制されるととはない.

第5僚 食事時聞は左の通りとする.

朝食 6時30分

査食携行 11時30分

夕食 5時 30分

但し事業の運替松況を考慮し費更する事が出来る.

第6僚 食器は個人員捨として常に清潔を保つ桟留意するとと.

第7保 炊事場には係員以外の者は素りに出入し友いとと.

第8僚 火気の取扱には充分注意し高金を>>1すると共に入浴時はつとめて全員入浴し身体は常

に清潔にするとと.

第 9僚 建設物の管理は事業主側で行うが，寄宿員は建物設備の保全につとめなければならな

ν、.

此の規則は昭和24年 11月25日より施行する.

寄宿合規則には労務者代友の/iiJ怠書が附されている.
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5. 災害補償その他

努働者が業務上災害にあった場合には労働基準法に基く補償がなされる.災害補償には療

養補償，休業補償，障害補償及び遺族補償友Eがあるが， ととではふれたいとととする.

高が災害を受けた場合には，従来， とれに3討する補償の法的制度は主主かったが，昭和 25

年 1月に「傭役牛馬の事故に封ずる補償金支給内視jが林野麗によって制定され，園有林野事

業に傭役する牛馬にt:tしては災害補償の制がはじめて定められた.同内規によると営局の責に

師すべき事由によって事故が護生しそのため牛馬が死亡しまたは麿用の告余儀泣きに至った場

合は，事故護生の直前に烏ける評債額から鹿残債格を控除した金額が補償される.また員傷し

た場合には治療賞費に施療期間中の馬糧費の賓費を加算した額が補償される.

固有林野事業以外の研{記事業及ぴ昭和 25年 1月以前の園有林野事業に於ては馬夫同志に

よる共済合的のものが康く行われた.す友わち，見舞金の形で金銭を出し合い，場合によって

は事業主側の見舞金も加へて，災害による損失を補償し合う習慣が各地に行われたのである.

死亡の場合には新しく馬を購入出来る程度或はそれに近い金額になるようにするのが普通で、あ

った.

祈伐事業場すなわち建材山に於ては古くから種々の習慣があり，それが現在にいたるまで

建っているものが少なくたい.飯場に必ける柚夫，人夫，民夫別の部屋割の方法や，賃銀制度

に見られるものについては，その都度該賞する箇所でふれて来た通りである. ととでは詰材山

の耐祭に知ーするものについてみるとととする.治材山の耐祭的行事の主主主るものとして山の紳，

マサカリダテ，初-'1:及びキリアグたどがあげられる.い十れもその営日には仕事を休み，酒宴

をはって会副いするのである.山のか!1は12月12日或は奮暦の 1月12日に行われ， 飯場の近

く，樫沿いの上流に柿木を選定して，とれに烏居を立てて山の紳をと杷るのである.キリアグは

仕事が終了して努働者が下山する時に行われる.

山の耐!Iとキリアダは勢働者全員で行う.

マサカリグテはfllt犬の会祭りで造材に着手する最初の日に建材現場で過賞な樹木を 1本伐

って，建材に使用する道具の全部を一度づっ使用し，伐倒した樹木の切株にh紳酒をあげて，

詣材仕事の無事を柄-るのである.

布a-'Fは1.!~犬のま云然りで 2 月最初の午の日に，お頑観抑:ffの沿祭りをする.

とれらの硯祭的行事に封しては事主t側より酒肴を提供するか，或は酒肴料が全日に沿く

られる. との調査では 1入賞り 50-200IAIで、あった. とれは有給休暇とも見なLうる.
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III 冬季研伐勢働力の構造

1. 性別年齢別より見た構造

前伐努働は筋肉的に重労働に属するので，その構浩を性別に見ると女性が極めて少なく，

年齢別にみると育批年の者が最も多く年少者と老齢者が少ない.林業持働の中， i吉林勢働とく

に苗|掴努働は女性及び年少者の稼働する能地があり得るが，祈伐努働に於ては一部分の附帯的

勢働を除けば女性年少者及び老齢者の稼働し得る可能性は少ない.年齢階別の構成ilk態を見る

と尖表の如くでるる.勢働者は布JJ夫，人夫，民夫の3種に大別して分けた.とれは各勢働者が

分捨する生産行程部分及び使用する努働手段による分類である.

第 4表 冬季研伐勢働者の年齢階別構成

( )内は女性の費量を示す，
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ぶ??天堕第一 雨 龍 定山渓 中観測|置 戸 計

人扱 1'}{， 人数 1'}{， 人数| μ 入殿 1% 人数| μ 人教 1%

15-20 5 28 3 19 1 5 1 4 1 10 11 12 

21-30 3 16.5 8 31 10 47 16 64 g 90 43 48 

a馬
31-40 5 28 B 31 6 28 5 20 一 一 21 お

41-50 3 16.5 3 19 2 10 1 4 一 一 9 10 

51-60 2 11 一 2 10 1 4 一 一 8 6 

61-70 一 一 一 一 一 一 一 一
夫 71- 一 一 一 一 一 一
不詳 一 一 一 一 一 1 4 1 1 

計 18 1叩 16 100 21 100 25 100 10 制} 100 

先十，努働者穂敢についてみる.各調査地により多少の差異が見られるが，一般的に言え

ば 21-30歳までの者が最も多く， 15-20歳の者がとれに号えいでいる.雨方を合せて 50-60%

を占める.51歳以上の者は 10%内外にすぎない.女性は 5調査地を合せて 405名中 14名であ

る.青批年の者が大部分を占めるが，勢働の性質上営然であろう.

相l夫，人夫及び、馬夫別にみると，布11夫及ぴ馬夫は 21-30歳，或は 31-40歳が最も多く，

人夫は 15-20歳または 21-30歳までが最も多い.また，人夫は 61歳以上の総数11名の中 9

名を含んでいる. とれによってみると人夫の年齢別構成は柑l犬及び馬夫に比して年少者及ぴ老

齢者が多く合まれているというととがわかる.人夫の従事する作業にはいろいろの種類があり

そのあるものについては年少者及び老齢者の稼働が可能たためで、ある.女性はすべて人夫の中

に入るが，炊事に従事するのが原則で，他の作業に従事する者は見られない.なゐ，第4去の

中15-20歳は 18歳以上が大部分で 17歳以下の者は極めて少ない.

2. 鰹験年重量より昆た構造

研伐努働は作業の種類によって，かなり高度の技能と熟練を要求する. とれは努働力の質

的な面であるが，賓際に労働力の技能的構主主或はその芸梯来度を判定するととは困難で、ある. と

とでは祈伐勢働力の技能的措浩或は熟練度をあらわず指標として，経験年教を用いるとととし

た・ もとより経験年童文がl立ちにそのまま熟練度をあらわすとは言い難いけれども，熟練度をる

らわす主主要な指標であるととは間違いない.経験~三重立別構成は弟 5表の如くである.

締.敢についてみると，経験年数1年の者，すなわち調査時に於てその年はじめて祈伐労働

に就持した者は各地とも 20%内外である.2-5年のものが最も多く 10年までのものがとれに

ついでいる. 2-10/'1ミの;削土各地とも 50%を越える.11年以土の者も各地に相官童文見られる.

祈伐労働のH傭性と家主性にもかかわらで仇その熟練度はかなり高いということが言いうるで

るろう.
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• 5表 冬季研伐労働者の経験左手聾t.Ild構成

一?
天盤第一 爾 麓 定山渓 中頓別 置 戸 計

人数| μ 人数1% 人数 1% 人数| μ 人戴| μ 
'l!l 18 17 7 12 26 23 9 20 83 却

総
2-6 I 36 42 34 33 虫1 36 39 3o 宮7 60 167 39 

6-10 I 11 13 17 16 18 30 27 24 6 14 79 20 

11-16 5 6 9 9 6 10 5 5 1 2 26 6 

16-20 6 7 9 9 2 s 9 8 1 2 27 7 
重量 21以上 4 5 16 16 6 10 6 5 1 2 33 8 

計 100 103 100 60 100 112 1ω 46 1ω 制 [100

1 2 18 一 1 10 1 3 2 16 6 7 

柚
2-6 5 46 6 32 5 42 13 43 7 54 36 43 

6-10 1 10 5 26 2 16 6 20 3 出 17 20 

11-16 3 'l!l 3 16 2 16 一 一 一 8 9 

16-20 一 2 10 一 4 14 1 8 7 8 

夫 21以上 一 3 16 2 16 6 20 一 11 13 

計 11 100 19 100 12 100 30 100 13 86 100 

1 19 34 18 26 21 37 7 32 71 31 

人
2-6 24 43 26 37 10 37 18 31 13 60 90 39 

6-10 7 13 7 11 8 29 12 21 一 一 34 16 

11-16 一 4 6 1 4 2 4 1 4 8 3 

16-20 3 5 3 4 1 4 4 7 一 一 11 8 

夫 21以上 3 5 11 16 1 4 一 一 1 4 16 7 

計 56 100 槌 100 27 100 67 1∞ 22 1ω 230 100 

1 2 11 一 一 一一 4 16 一 6 7 

』岳
2-6 7 39 3 19 6 29 8 32 7 70 31 34 

6-10 3 17 5 31 8 ! 38 9 36 3 30 28 31 

11-16 2 11 2 12.6 3 I 14 3 12 10 11 

16-20 3 17 4 2o 1 i 6 1 4 一 9 10 

1 8 2 12.6 3 ! 14 一 一 6 7 

18 100 16 1∞ 26 100 10 100 90 100 

柚夫， 人夫及び馬夫別に見ると， 柚夫及び馬夫に於ては2-5年及び6-10年の者が最も

多く， 1年の者は極めて少数である. とれに封し，人夫は 1年の割合が柚夫及び馬夫に比較し

て多く，各地とも 30%内外に達している.また，人夫の 11年以上の者が柚夫及び馬夫に比し

て少ないことも知られる. とれは人夫の従事する作業が馬夫及び柚夫のそれに比して，高い熟

練度を要求されるととが少友いととの堂然の結果であろう。すなわち，技能的構浩は柚夫及び

馬夫が人夫に比してかなり高いととがみとめられる.

なゐ， との柚夫， 人夫及ぴ馬犬別の経験年童文は夫々村l夫，人夫或は民夫として就勢した年

教のみではなく，祈伐労働←般に就持した年教を示すので，巌干争;な意味ではj十¥11夫，人夫及び馬

夫別の熟練度を示すととにはならない. しかL，研伐労働に就労することは1'111夫，人夫及び馬
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夫のいやれで稼働した場合でも，研伐事業の組織や勢働封象たる樹木及び素材の取扱いに習熟

ナるととを意味するのであって，その意味の経験年敷を研伐努働の熟練度を遣うらわナー癒の指

標とするととは詐されると思う.柚夫，昆去及び人夫の一部はその作業行程中に於て同ーの道

具(トピ，ガンタ等):を使用する部分があるので，少なくともとの部分のみを考えても，研伐努

働一般の経験年裁が柚夫及び、馬夫別の熟練度の指標として使用されるととは無理ではたい. ま

た，祈伐勢働は自己所有の勢働手段を使用せねば友らないので，毎年同じ種類の作業種に穣働

するものと考えられる.すなゐち，柚夫は毎年柚夫として， J馬夫は毎年馬夫として稼働するだ

ろうと想像されるのである.

IV 冬季研伐持働力の給源

1. 職業別に見た給源

冬季折伐努働者の大部分は農民である.すなわち，祈伐努働力は農業人口を最大の供給源

泉としている.工業努働力もまた農業人口を供給源泉としているが，それは農業人口の農業外

への流出を原則としているのに封し研伐努働力は農業人口の農業外への完全な流出を必やし

も必要としない.換言すれば農業人口の林業への臨時的流入によって充足されるθである.研

伐努働の季節性と粂業性の故に，農民は農業と不離の形のままで林業努働に就勢するととが出

来るのである.すなわち，農閑期を利用して農業外収入を得ようとするのが就労の直接の動機

をなしている.

冬季折伐努働者の職業別構成を見ると第 6去の如くである.家庭の職業をあらわして必り

本人の職業と一致しないとともあるが，その例は少ない.

第 6表によると各地とも農民が 50%以上を占めている. 雨龍が1∞%に近いのは大撃演

習林の休内植民者の就勢が大部分であるからである.農業に弐ぐものは日傭勢働者でるり，海

岸に比較的近い中頓別及び置戸にま旨いては漁民の出稼が見られ，置戸及び定山渓では林業の専

業夫治:若干見られる.

柚夫，人夫及び

林業の比率が比較的多¥，人夫に日傭が多い.馬夫は殆ど全部が農民である.また，林業専業

夫糟数 14名中9名は布11夫であり， 日傭努働者の輯敢79名の中 63名は人夫であるが， とれは

夫々従事する作業の性質とくに使用する道具その他の持働手段について考えれば営然と言へょ

う. また，馬夫は馬を所有していなければならないので，その大部分が農民であるととも首肯

し千写ることでるる.
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よ寸珊第一雨

置戸 (計

人歎 1'}{， 人歎 1% 人数 1% 人数 1% |人数1%
林業 一 一 一 一 5 8 一 9 14 3 

事息 農業 57 67 102 99 46 77 58 52 28 62 291 72 

由民業 一 一 一 一 一 9 8 3 7 12 3 

日傭 26 31 一 一 5 8 44 39 4 9 79 20 

費責 その他 1 1 4 7 1 1 1 2 9 2 

言f 85 I 100 103 100 60 100 112 100 45 100 405 100 

林業 一 一 一 一 4 33 一 5 38 9 11 

繍 農業 10 91 19 100 7 58 14 5 38 55 65 

話託業 一 一 一 一 一 5 2 16 7 8 

I~ 健 1 9 一 一 一 11 36 1 8 13 15 

夫 そ計の他 1 9 一 一 一 1 1 

12 100 30 100 13 100 85 100 

林業 一 1 3 一 4 18 5 2 

人 農業 29 52 67 99 21 78 22 38 13 59 152 67 

話量業 一 一 一 一 4 7 1 8 5 2 

日傭 25 4o 一 一 5 19 30 53 3 13 63 27 

夫 その他 2 9 ・s 1 1 一 1 2 1 8 5 2 

計 56 100 68 100 27 100 57 100 22 100 230 100 
a一一一一一一一

林業

馬|農業 I 18 I 100 I 16 I 100 I 18 I 86 I 22 I 88 I 10 I 100 84 I 94 

夫 lljl18 100 ilfiliLilι:l  i厄l止lJ
Z 出身地別に見た給諌

ーたに，努働者の現住所i調査により出身地別措戚左見ると第 7去の如くである.第7去の中

近村とは隣接村乃至交通上連絡容易怠る村をさす.

総敢についてみると， 3i:山渓が特殊な形を示すが，他の事業地では 60%以上90%近くが

事業地の所在する地元町村内から充足されている. これについで、近付からの供給が多く，村内

と近村とを合わせると殆ど 100%に近い.北海道では 1町村の面積が蹟く場所によっては付内

より近付が距激的に或は交通的に近い場合があり，守村内と近付とは同ーとみたしても良い.一

般的に言へば道内の遠隔地及び遣外からの供給は極めて少えにく，大部分は地元から供給されて

いるととが確かめられる. とれにまJLA山渓は遠距離移動が多い.述村とは風速，名寄地匝で

あり，道外は青森牒及び秋阿蘇である. とれは例年の慣行に基くものである.定山漢の場合の

如き労働力の出身地)JIJ描成は，曾つては北海道の研伐事主に沿いてかなり践く見られたので、あ
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6 

12 

るが(或は支配的危形で、あったかも知れぬ.) 人口の増加と共に繭次減少して来たものである.

しかしとの様左形は現在もな沿，所々に硬されている. とくに道外よりの努働者はよく働く

というので各地の詰材山で椴迎されるという事貫もある.

村i夫，人夫及び馬夫別に見ても，同身地別構成に大会はないが，馬夫は定山渓を除く他の

全部が 100%を村内より充足している.馬及び馬道具をwった遠距離移動がとくに行われ難い
ととを示す.定山渓では馬夫 21名中 18名が風速， 1'1寄守;の遠付より馬と共に移動して来てい

るととが注意されなければならない.

第6表及び!;f)7表によって，北海道に沿ける冬季研伐努働者はその事業地附近の町村の農

民すなわち地元長民によワて大部分充足されていることが推測されるのであるが， とれをさら

に確かめるために第8去を作成した.

第 8去によると天盤第ーは 85名中 56名， 雨龍は 1031'1 ~II 102名， 中頓別は 112名中58

名，置戸は 45名中 28名が村内及び近村の農民で、ある.定山渓のみは 60名中指名が遠村一及てF

道外の農民によって占められている.

50 

100 

;:|!11 
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第 8表 冬季研伐勢働力の職業別出身地別構成

雨 龍 定 山 渓¥鵬植¥地 天堕第→
村内|近村|温村|道タト 村内|鮒|謝|道外 村内|近村|蹴|削

一 一 一 一 一 一 3 

農業 51 5 一 1 91 11 一 414  29 9 

機業一 一 一 一 一

日傭盟 4 一 一 一 一 一 2 1 一 2 

その他 2 一 一 1 一 2 1 1 

置 戸 計ょで中頓
村内|近村|這村|道タト 村内|近村|蹴|湖 村内|樹|蓮村|掛

林 業 一 6 

農 業 49 9 一 一 19 

~I=I= 曲
記魚 業 一 9 一 一 一

日 傭 40 3 一 1 2 

その他 1 一 一 1 一一一 7

3. 家庭内の地位別に見た絵源

努働者の家庭内tLj';-ける地位をみると第 9表の如くである.

1 1 4 

38 29 10 

12 一 一

10 一 3 

1 1 一

第 9表によると，世帯主及び長男主主E家庭内に於て重大友責任を有する者が各地とも 60%

以上を占めている.研伐事業は農民にとり或は日傭勢働者にとって，冬季にゐける最も重要な

努働力市場であるととを或る程度物語っていると考えて禿支へないで、あろう.

第 9表 冬季折伐勢働者の家庭内地位別構成

時?
天腫第一 爾 龍 定 111渓 中頓別 置 戸 計

人教|μ 入殻 1% 人数 1% 入販 1% 人殿|μ
世 帯 主 30 3o 37 36 27 45 4o 40 12 27 11 151 37 

同配偶者 一 1 1 一 一 1 1 1 

長 男 31 37 29 28 21 35 30 27 13 ! 29 11 124 3l 

長男萎及長女 1 1 2 2 一 一 一 1 2 11 4 1 

次三男以下 23 27 30 29 12 20 36 32 29 

ヨド 詳 一 一 4 4 一 一 1 

計 85 100 103 100 • 60 100 112 100 100 

4. 農家の陪層別に見た給源

研伐勢働者の過竿は地元農民であるととはすでにたしかめたが，果して農家のいかなる階

居から就勢しているのであろうか.

農家階j斉の匝分は簡単には出来友いが， ととでは経管面積及び大家高飼育頭敢などによっ

て見るとととする.
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農家の粧普規模を粧脅面積に代衣させて， 祈{主勢働就勢農家を規模別に見ると第 10支の

如くである.

.10表 冬季折佼労働者出身農家の経轡規模別構成 (賞厳〉

日長与±同一二1---;~l…|山;-1~- ~-II 計

夫

6
0
0
・8
0
6
3
0
0

唱

A

唱

A

a

品
冨

柚

3町未満 2 1 5 6 一 14 

人|
3 4 6 13 1 4 3 27 

4 5 4 26 3 4 2 39 

5 6 9 13 4 3 1 却

6 10 4 3 1 2 4 14 
失|
10以上 1 一 一 1 一 2 

計 26 56 14 20 10 126 

3町未満 1 一 4 2 一 7 

馬|
3 4 一 3 6 3 一 12 

4 5 3 10 3 4 3 2:3 

5 6 B 1 2 4 2 14 

6 - 10 4 一 2 6 3 15 
夫| 10以上 2 一 2 一 4 

計 15 14 17 21 8 75 

誌天種第ーは農業57の中，道タト1.経替規模不明4，同一世帯より 2人就労2を除き 50につき

爾音量は農業102の中，経替規模不明4，同一世帯より 2人就勢6，3入車t勢2を除き 88につき
定山漢は農業46の中，選外9，経轡規模不明2，同一世零より 2人就勢1を除き 34につき

中観測は農業58の中，経営規模不明2，同一世帯より 2人就勢2を除雪 54につき

置戸は農業28の中，同一世幣より 2人就勢5を除き 23について夫キ集計した.

雨音量及び置戸は全部畑作農家，天聾第ーは 3，定山渓は 22，中頓別は5戸が田畑策管，他は畑

専管である.

北海道に治ける農家の標準経替規模は 4-δ 町である. また，各調夜地及v:努働者の出身

地方の経替規模も殿ね 4-5町でるる. それ故3町未満 3町以上6町未満及び6町以上の 3
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段階に分けて2日10去に掲げた所を比例教として再掲すると第 11去の如くである. との 3段階

は上中下の断層l極分に相i首するものと見て主支へない.

一日一同一寸一

一¥明記
--1
一
柚
B町未満

失

3 6 

6町以上

計

入
3町未満

夫

3 6 

6町以上

計

馬
3町未満

夫

3 6 

6町以上

計

第 11表 冬季研伐勢働者出身農家の終答規模別総成 (比例簸%)

11 23 

38.5 

20 33 

67 44.5 100 80 

44.5 38.5 

100 100 100 100 100 

8 

73 

2 

93 60 

40 13 

100 

36 

57 

30 

55 

11 

76 

19 

100 

8 7 15 

100 1朗 100 100 

7 10 

52 

23 

65 

9 

53 

40 

100 62.5 66 

]2 38 37.5 25 

1ω 100 100 100 100 100 

紙、教についてみると 4-5町または 5-6町が最も多く， 3-4II1J及び6-10町がとれについ

でいる. 3-6町が各地とも綾教の 5096以上を占め， 6町以上を合めると各地とも 7096以上と

友る. Pr't屑の低い農家は比較的少なく，中{立の附賢からの就勢が最も多い.(各地方にたける杢

農家に封する 3町未満農家の比率はいづとも 30%をはるかに超えている.)立山渓には水FIl農

家が多いため粧皆面積は小さくなっている.

相l夫，人夫及びIfJ犬別にみると，各地とも応犬にjないて 6町以上の附肢が拘11夫，人夫に比

して多く，お11夫と人犬とでは頴蒋な禿は見られない. !馬夫の陪騒が最も出iいのであるが，所・有

し使用する勢働手段の債額から見て蛍然の跡事l{であろう.すなbち，陪屠の比較的低い農家で

は自己の員轄による道具の調達が容易でないので，民夫主りは人夫，宇rll夫などに稼働するので

ある. :1111夫と人夫とでは天堕第一と中頓別が:trl!犬の附暦高く，その他では人夫の階層が少しば

かり高い様である.

祈f足掛働力を供給している農家の階居は巾居が最も多く，上屠がとれにつぎ下屠が最も少

友い.而して 5調夜地合計でみると 3町未満のものは 11%にすぎ友い. 3町未満農家の全農

家に封する割合が各地とも 30%を超えている'ととを考えると， 研伐勢{動力の供給は農家全般
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上り腕〈千五J的になされるとはすえや，むしろ， 111居以上の農家にかたよっていると言い得る

であろう. とれば下jオ農民は勤努~~欲が1liいためであるという説明も成立するであろうが，そ

れよりもむしろ，就努のために必要な道共を調注ーする経済力の弱いためで、はなかろうか(最も

就労を必要とするのは低い陪j貸の主主家でるる.)民夫の陪唐が尚いのもさきに述べた様に同様の

説明が成立するであろう.

民夫の肝'11!骨が高いととは~112表κ よってもたしかめ包れる.第 12表は平均経壁面積及び

飼育午馬頭童文の平均を示したものである.

第 12表 冬季折伐労働者向身農家の平均経笹面積と平均牛馬飼育頭厳

¥¥崎地|天理第一J雨 龍|定山渓 l中頓別 l霞 戸| 計

三モー|面持品事圃亙再空|函E一一一
総数lJJIFJ JIiof1JIllflJ11FIJlIfj JいJ

JJ11ili!日引市山i1i
定山漢では道外出身の農家が 9件あるが， 1町以上3，1町以下6で平均0.8町である.

5. 就勢の反覆性

一般に研伐勢働者は特定の縁故髄l係により毎年大体同じ顔振れが同じ地方の研伐努働に就

努するという慣行性を有している.すなわち，反覆就労の事賓が認められるのである。第 13表

の示す所ーである.

第 13表

離地|嚇
調査時労働者鍛 (A) 85 

総 |二年/1日蓮績就労者薮 (B) 61 (55) 

三年間連績就労者鍛 (C) 49 (43) 

B x 100 {戸) 72 (65) 
費量

A 

s-x ]00 (%) 58 (52)， 
A 

A 11 

柚 B 9 (8) 

C 7 (7) 

B_ x 100 (ア6) 82 (73) 
A 

9_ x 100 (μ) 64 (64) 
A 

失

冬季研伐労働者の就労反覆朕況

103 60 112 

73 (73) 47 (30) 61 (49) 

68 (68) 43 (22) 53 (44) 

71 (71) 78 (50) M 似4)

66 (66) 72 (37) 47 (39) 

19 12 30 

17 (17) 9 (5) 18 (16) 

15 (15) 9 (4) 18 (16) 

89 (89) 75 (42) 60 (53) 

79 (79) 75 (出) 60 (53) 

45 

29 (21) 

24 (13) 

64 (47) 

56(却)

13 

7 (4) 

5 (1) 

54 (21) 

38 (8) 

計

405 

272 (228) 

237 (190) 

67 (57) 

59 (47) 

85 

60 (回}

54 (43) 

71 (54) 

64 (51) 
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ー一一一一一-ff，41ti&-r忌T;=~-;~r; ~-r~-ì~;--.Ji B;~I 口1一一
計
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夫
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夫
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主'-x 1ω 
Jtx100 

A 

B 

C 

Jf× 100 

£× 1ω 

(~6) 

(9'';) 

(%) 

(ヲ五}

|:附|::仰)I 68 5 

40 (.幼)36 

37 (37) 27 (24) 

64 (54) 

48 (43) 

]8 

16 (Io) 

15 (12) 

89 (83) 

部 (67)

o9 (o9) 

o4 (o4) 

16 

16 (16) 

16 (16) 

I∞(100) 
100 (I∞) 

27 

19 (10) 

17 (8) 

70 (37) 

67 (30) 

21 

19 (15) 

17 (10) 

90 (71) 

81 (48) 

設.()内鍛字は飼ー町村内の事業場に望者する蓮横就労薮である，

o7 

2o (lo) 

17 (10) 

44 (26) 

30 (18) 

2o 

18 (18) 

18 (18) 

72 (72) 

72 (72) 

22 

12 (8) 

9 (o) 

oo (36) 

41 (部)

]0 

10 (9) 

9 (o) 

1∞(90) 
90 (56) 

230 

132 (105) 

(84) 

(46) 

107 

o7 

47 

90 

179 

75 

88 

83 

(37) 

(73) 

(61) 

(81) 

(68) 

総数についてみると，調在年度を含めて2年間連績款弊したものは 50%以上:80% tL近く，

そのうち，同一町村内の事業場へ就努したのは的%以上 70%に建する. 3年日IJ連続して就努

したのは同%近くより 70%に建し 同一町村内の事業場に謹績して就勢したのは初%近く

より('，0%を超えている.

相l夫，人夫及び、馬夫別に見ると， 馬夫が最も反覆性拐、く 70%)~至 1川%に建する. 柚夫

が馬夫につぎ， 人夫は最も反覆性が弱い.

結 雷

上述した所を主要なものについて要約すると弐の如くである.

1. 勢働者雇傭の形式は近来直接雇傭が多くなって来たが，表面上は直接雇傭となっていて

も，賞質的には人夫供給契約によるものや請員業者勢務契約による形式が残存している場合が

ある.勢働者と事業主との聞のとの様友中間的存在は急速には消滅しない.

2. 勢働者募集の方法は地域的た或は特).との人聞にったがる縁故募集が行われる.

3. 雇傭契約に封しては事業主，勢働者ともに無関心で、，成文のものはもちろんなく，諸積

の努働僚件は暗獣の中に従来の習慣を前提としている.最も重要な勢働{制牛7とる賃銀額につい

ても契約なしに就弊するととが多い.

4. 賃銀支携の形態は出来高給制が一般にとられている.作業の種類によって日給制がとら

*1.る.
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5. 賃銀支梯の時期は事業終了時11司が普通であったが，最近は月 1回の所もある.賃金の

前借と，前借金の賃金による相殺がいまもな会若干行われている.

6. 賃銀額の決定には皐償交渉が行われる・賃銀額の決定時期が事業貴行中すなわち，就勢

後でるるのが詑目されなければならない.

7. 1日営り賃銀の額は馬夫， :fih夫及び人夫の願で段階がるる. とれば主として使用する道

共に闘謹する.祈伐勢働に於ては労働者が自己所有の道具を使用するが，とれは五rr伐，芳働を考

える坊I合に忘れてはならない特徴でるる.

8. 飯場の経費は直替が一般的な形態でるる.飯場貨は馬夫が最も高くWI夫，人夫の順であ

る.

9. 飯場の生活保件は良好ではない.飯場の部屋割はね11夫，人夫，馬夫の直別があり，その

順序で津の上流より下流に向っている.

10. 馬。災害に封する共済合的救済車田哉が慣行的に行われている.

11. 女性勢働者は極めて少なく， 炊婦として稼働する者に限られる. 年齢別に見ると 21-

30歳が最も多く30-40%を占める.青:1ft年のものが多く，年少老齢の者が少ない. との・傾向

は布h夫及び、J馬夫に沿いて著しい.

12. 経験年教は 2-5年の有量も多く， 10年までのものがとれに戎ぐ.粧験年教をもって技

能的構遣をあらわず指標とすると，勢働者の熟練度は決して低くない.キ~I夫，入夫及び馬夫で

は人夫が最も低い.

13. 析伐弊働者の大学は農民で，日傭勢働者治2とれに弐ぐ.日傭は人夫tc最も多い.馬夫は

殆ど農民である.

14. 勢働者・の鎖ト100%は村内或は近付出身者で遅うる.定山撲は特殊友形を示す.すなわち

遠村及び道外から 70%以上を充足している. 定山撲の如き形はかつてはかなり庚〈存在して

いたと考えられる.

15. 努働者の家庭における地位を見るとf吐帯主，長男な主家庭に沿いて責任の京い:者が70%

内外に建する.

16. 農家を陪居別に分けてみると，中厨以上の農家出身者が 90%に近い. 馬夫の階居が最

も高い.

研{主勢働力の供給は農家杢般より蹟〈平均的にたされるのではなく，中居或は土居にかた

よっていると云い得る.

17. 連年反覆して同ヒ地方の事業地に就努する傾向がある. 2年間連績して同一町村内の事



(194 ) 

~f~地に穣{動するものは調脊勢働;骨総数の判-70% に控する. 3年連棋は 3(ト 60%でるる.

との筒保三Hc示した、ii柄をさらに要約して，北H正道前{立男{動κI品lして最も注意されなけれ

ばならないと忠われるととをあげると弐の 3つである.第一は冬季五Iff支持働の最大の給源が地

元農民， Lかも中居以上の農民であり，それがf主主と不離のままで連年反覆して就努する傾向

があるととである.第こには努働諸僚件とくに雇傭契約や賃銀制度にみられる前近代的なもの

の残存である.事業主と勢働者との聞に人夫供給契約者，詰員業者などの中間j的存在が介在す

るとと，縁故募集であるとと，雇傭契約と言いうるほどの形式的なものが存在しないとと，賃

銀支梯の時期，前借金の賃金による相殺，賃銀額決定の時期などは祈伐努働の非近代性をよく

あらわしている. との椋t;;.近代的ならざるもの或は不合到なものがいまな沿残存しているのは

勢働者の枇合的意識の低さにもよるであろうが，それと同時に，祈伐努働の兼業性(副業性)と

日傭ililJとに基いている.研伐労働者ーはその設業性のために，換言すれば他に主たる生活手段(他

の職業又は勢働)を有するために比較的劣悪な労働僚件に耐へられるばかりでなく， 僚1Lj:を改

善しようとするも日倒的な意欲を扶いている.またその日傭制の故に労働組合の如き近代的努働

者紺J識が成立し難い. との』;去に考えると袋三仕性と日傭{tlJとは前伐掠{動の最も京要な特質である

と言うととが出来る.

第三に折伏勢働者が使用する勢{!V)J手段すなわち道具が自己所有のものであるととでるる.

とれば他の諸産業には殆ど見るととが出来す，研伐努働の大なる特徴として注意されなければ

ならないととはすでに再三述べた通りでるる.研伐努働者-を布II夫，人夫及び馬夫に分けるとと

は所有し使用する道具からみても趨賞主主分類法である.相l夫，入夫及び馬夫別の 1日営賃銀額

の段階や，中居以上の農民が主たる給源、となっている事責.馬夫の階居が正!jいととなどはとの

馳から考えると容易に首肯し得る.研伐勢{動は出来高給すtJ:.わち能率給であるために勢働時聞

が長くなる傾向があり(勢働時間は 10ー 12時間)，それに比較すると労銀は必歩しも高いとは見

られたいのであるが，との道具の減憤償却費や修持費を考慮に入れて， f寺働に封ずる誼常なる

報酬が賓現しているか斉かを検討する必要がるる.また小{的苦や錯目立t;;.e'は勢働時間外にも

行われ，この間iからも努銀の額が問題とされなければならないが，とれも道具の白己所有に闘

連して起る問題である.との椋に道具の自己所有は研伏労働にとって見逃すととの出来ない重

要な事柄である.

上:tL述べういった所は北海道内の 5研伐事業地及び該事業地の勢働者4051'1について事例調

査を行った結果で‘ある.事例調在であるから，との結果をそのまま北海道の研伐事業杢般に闘

するものとして会しすすめるととはもとより受賞ではないが，ととに明らかにされた祈伐勢働
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の特質乃至は傾向的なものはその事業地にゐける単友る一事例たるに止まらす.，研伐努働の一

般的校相を示していると考えるととが出来る. というのは， 5事業地について見れば特殊な事

情に基く地域的偏差を除くと各地とも殆ど共通の様相を示しているのみならす"，概ね道内一般

の研伐事業地に於ても認められる事柄であるからである.

Resumる

In January and Ecbruary 1950， wc invcstigated the actual state of forcst labourers cngaged 

in wintcr-Iogging in five places of operation. Our investigations covercd about 405 labourcrs. 

Outlines of the findings are summari7.cd as follows. 

1. The most part of the labourers in winter-logging came from thc neighbouring rural 

communities (about 65%). Those labourers (farmers) belong in the comparatively high or middlc 

groups of people as c1assificd by economic conditions. The farmers work every year in winter， 
without giving up agriculture as their major occupation. Farmers arc followcd in Ilumber by 

day-labourers. Somc labourers comc from distant places. A few womell labourers engagc ill thc 

kitchen work in dormitory (Hanba). The majority of thc labourcrs ill age come from youth and 

manhood c1assifications. 

2. W (lrking conditions are still pre-modern， especially in respect to contracts of employ-

ment and wage-system. There are no contracts of employment worth mentioning. As to the 

basis of payment， picce-work is adopted and a unit wage is dctermined by negoti?tion between 

the labourcrs and employers. The time of negotiation is usually after the work has been begun; 

in some cases， the unit wage is contracted at a time when thc work is already more than half 

finished， to the disadvalltage of the labourers， The wages are generalIy paid when thc work 

is done. Sometimes advance payment is made. Modern organizations of labourers such as tradc 

unions do not yet exist. The 1iving conditiolls in dormitory， especially the facilities against cold 

are not good. 

3. Working means， that is， implements which labourers use， (Including horscs) are thcir 

own possessions. In most other industries， the capitalist bears responsibility for both working 

means alld labour objects. Labourer oWllcrship of tools is a great charactcristic of logging la-

bour cvcrywhere. 


